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 上記の議案を提出する。                     
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   足立区印鑑条例の一部を改正する条例             

足立区印鑑条例（昭和５０年足立区条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。                           

 第１８条第３項中「利用し暗証番号を入力する」を「利用して暗証番

号を入力し、又は電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条

の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備を利用して暗証番号を入力

し、若しくはこれに代わる認証を行う」に改める。 

   付 則                           

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 印鑑登録の証明の申請に係る認証の方法に移動端末設備を利用するも

のを追加する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


